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都
市
再
開
発
法
施
行
令
及
び
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

○
都
市
再
開
発
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
二
百
三
十
二
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
公
募
に
よ
ら
な
い
で
特
定
建
築
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
者
）

（
公
募
に
よ
ら
な
い
で
特
定
建
築
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
者
）

第
四
十
条
の
二

法
第
九
十
九
条
の
三
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ

第
四
十
条
の
二

法
第
九
十
九
条
の
三
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ

る
者
の
う
ち
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
条
件
を
備
え
た
者
と
す
る
。

る
者
の
う
ち
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
条
件
を
備
え
た
者
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

組
合
の
定
款
に
よ
り
施
設
建
築
物
の
一
部
（
そ
の
床
面
積
が
組
合
及
び
全
て

の
参
加
組
合
員
が
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
施
設
建
築
物
の
一
部
の
床
面
積
の
合

計
の
二
分
の
一
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
定
め
ら

れ
た
参
加
組
合
員
で
あ
る
者

（
公
募
に
よ
ら
な
い
で
特
定
建
築
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
者
等
）

（
公
募
に
よ
ら
な
い
で
特
定
建
築
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
者
等
）

第
四
十
六
条
の
十
四

法
第
百
十
八
条
の
二
十
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

第
四
十
六
条
の
十
四

法
第
百
十
八
条
の
二
十
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

九
十
九
条
の
三
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
に
つ
い
て
は
第
四
十
条
の
二
（
第
三

九
十
九
条
の
三
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
に
つ
い
て
は
第
四
十
条
の
二
の
規
定

号
を
除
く
。
）
の
規
定
を
、
法
第
百
十
八
条
の
二
十
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

を
、
法
第
百
十
八
条
の
二
十
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
四
条
第
二
項

る
法
第
百
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
建
築
者
が
取
得
す
る
部
分
以
外
の
部

の
規
定
に
よ
る
特
定
建
築
者
が
取
得
す
る
部
分
以
外
の
部
分
に
係
る
特
定
施
設
建

分
に
係
る
特
定
施
設
建
築
物
の
整
備
に
要
し
た
費
用
の
額
の
確
定
に
つ
い
て
は
第

築
物
の
整
備
に
要
し
た
費
用
の
額
の
確
定
に
つ
い
て
は
第
四
十
一
条
の
二
の
規
定

四
十
一
条
の
二
の
規
定
を
、
法
第
百
十
八
条
の
二
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

を
、
法
第
百
十
八
条
の
二
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
九
条
の
十
の
政
令

九
十
九
条
の
十
の
政
令
で
定
め
る
公
共
施
設
に
つ
い
て
は
第
四
十
条
の
三
の
規
定

で
定
め
る
公
共
施
設
に
つ
い
て
は
第
四
十
条
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。

を
準
用
す
る
。
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○
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
九
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
公
募
に
よ
ら
な
い
で
特
定
建
築
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
者
）

（
公
募
に
よ
ら
な
い
で
特
定
建
築
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
者
）

第
四
十
条

法
第
二
百
三
十
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者

第
四
十
条

法
第
二
百
三
十
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者

の
う
ち
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
条
件
を
備
え
た
も
の
と
す
る
。

の
う
ち
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
条
件
を
備
え
た
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

事
業
組
合
の
定
款
に
よ
り
防
災
施
設
建
築
物
の
一
部
（
そ
の
床
面
積
が
事
業

組
合
及
び
全
て
の
参
加
組
合
員
が
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
防
災
施
設
建
築
物
の

一
部
の
床
面
積
の
合
計
の
二
分
の
一
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
与
え
ら

れ
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
参
加
組
合
員
で
あ
る
者


